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▽
試
験
日　
　

月　

日（
日
）

１０

２６

▽
場
所　

県
立
但
馬
技

術
大
学
校（
九
日
市

上
町
６
６
０
‐
５
）　

▽
試
験
の
種
類　

甲
種

　

・
乙
種
全
類
・
丙
種　

▽
受
験
願
書
配
布
場
所　

消
防
本

部
予
防
課
お
よ
び
各
分
署
、
出

張
所
、
駐
在
所

▽
申
込
方
法　

簡
易
書
留
ま
た
は

配
達
記
録
郵
便
等
の
送
達
確
認

が
可
能
な
方
法
で
消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
へ
郵
送
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
期
間　

９
月
３
日（
水
）〜

　

日（
金
）

１２
▽
申
込
み
先　
（
財
）消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
兵
庫
県
支
部
（
〒

６
５
０
‐
０
０
１
１　

神
戸
市

中
央
区
下
山
手
通
５
‐　

‐
７

１２

協
和
ビ
ル
５
階
）

　

�
０
７
８－

３
６
１－

６
６
１
０

◆
養
成
講
習
会

▽
日
時　

９
月　

日（
金
）午
前　

１９

１０

時
〜
午
後
５
時　

▽
場
所　

市
民
会
館

▽
講
習
科
目　

乙
種
４
類

▽
受
講
料　

６
、
５
０
０
円

※
別
途
テ
キ
ス
ト
代
４
、
０
０
０

円
必
要

▽
問
合
せ　

消
防
本
部
予
防
課
危

険
物
係
�　

－

８
０
３
６

２４

　

豊
岡
商
工
会
議
所
と
県
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
協
会
で
は
、

国
の
委
託
を
受
け
、
高
齢
者
の
雇

用
・
就
業
機
会
の
確
保
の
促
進
を

目
的
に
パ
ソ
コ
ン
講
習
会
を
開
催

し
ま
す
。

▽
日
時　
　

月
６
日（
月
）〜　

日

１０

２０

（
月
）午
後
１
時
〜
５
時

▽
場
所　

北
関
西
Ｉ
Ｉ
Ｔ
メ
デ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
（
高
屋
）

▽
対
象　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方

・　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方

５５

６４

・
就
業
の
意
欲
と
能
力
の
あ
る
方

・
パ
ソ
コ
ン
の
文
字
入

力
操
作
が
で
き
る
方

▽
受
講
料　

無
料

▽
定
員　
　

人
（
応
募
者
多
数
の

２０

場
合
は
抽
選
）

▽
申
込
方
法　

住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

▽
申
込
期
限　

９
月　

日（
水
）

２４

▽
そ
の
他　

講
習
最
終
日
に
就
業

の
た
め
の
職
業
相
談
会
を
予
定

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

豊
岡
商
工

会
議
所
�　

－

４
４
５
６

２２

　
　
　

－

３
１
８
０

ＦＡＸ
２４

▽
日
時　

９
月　

日（
日
）、　

月

１４

１１

９
日（
日
）午
後
１
時
〜
４
時

※
予
約
で
き
ま
す
。

▽
場
所　

県
立
但
馬
長
寿
の
郷　

　

秘
密
は
守
り
ま
す
の
で
、
気
軽

に
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

９
月　

日（
水
）午
後
１

２４

時
〜
４
時

▽
場
所　

豊
岡
総
合
庁
舎
職
員
福

利
セ
ン
タ
ー　

会
議
室

▽
相
談
内
容　

・
賃
金
、
労
働
時
間
、
退
職
金
な

ど
の
労
働
条
件

・
労
使
関
係
、
職
場
に
お
け
る
ト

ラ
ブ
ル
や
悩
み　

な
ど

▽
対
象　

ど
な
た
で
も

▽
相
談
員　

県
民
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー
勤
労
者
相
談
総
括
専
門
員

な
ど

▽
相
談
料　

無
料

▽
問
合
せ　

但
馬
県
民
局
地
域
振

興
部
商
工
労
政
課

　

�　

－

３
６
８
６

２６

平
成　

年
度　

２０

第
２
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

シ
ニ
ア
ワ
ー
ク

「
経
理
事
務
」パ
ソ
コ
ン
講
習
会

但
馬
長
寿
の
郷

　　　　
「
住
ま
い
の
相
談
会
」

相

談

相

談

「
勤
労
者
相
談
」の
開
設

試
験
・
講
習

試
験
・
講
習

　

こ
こ
ろ
の
病
気
へ
の
理
解
を
深

め
、
適
切
な
対
応
を
学
ぶ
た
め
、

入
院
・
通
院
患
者
の
家
族
を
対
象

に
家
族
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

気
軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

９
月
７
日（
日
）午
後
１

時　

分
〜
４
時

３０

▽
場
所　

豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ　

市

民
活
動
室
Ｃ
・
Ｄ

▽
内
容

○
講
演「
う
つ
病
を
理
解
し
よ
う
」

・
講
師　

公
立
豊
岡
病
院
副
院
長

（
精
神
科
医
）
高
石
俊
一
さ
ん

○
家
族
同
士
の
話
し
合
い

▽
申
込
期
限　

９
月
２
日（
火
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

豊
岡
市
精

神
障
害
者
家
族
連
合
会
事
務
局

（
弥
栄
町　
ロ
マ
ン
ハ
ウ
ス
作
業

所
内
）
�　

－

０
０
１
９
ま
た

２３

は
豊
岡
健
康
福
祉
事
務
所
保
健

指
導
課
�　

－

３
６
６
２

２６

平
成　

年
度　

但
馬
地
区

２０精
神
障
害
者
家
族
教
室
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す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー（
養
父
市
）

▽
相
談
内
容　

下
水
道
工
事
に
伴

う
ト
イ
レ
･
浴
室
な
ど
の
改
築
、

段
差
の
解
消
、
住
む
人
に
合
わ

せ
た
新
築
、
増
改
築
の
方
法
な

ど
（
図
面
や
写
真
が
あ
れ
ば
持

参
く
だ
さ
い
）

▽
相
談
料　

無
料

▽
問
合
せ　

県
立
但
馬
長
寿
の
郷

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

　

�
０
７
９－

６
６
２－

８
４
５
６

　

県
司
法
書
士
会
と
県
多
重
債
務

者
対
策
協
議
会
で
は
、
多
重
債
務

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

同
時
に
登
記
、
相
続
、
消
費
者

問
題
、
成
年
後
見
な
ど
の
法
律
無

料
相
談
も
し
ま
す
。

▽
日
時　

９
月　

日（
土
）午
後
１

２０

時
〜
４
時
（
１
件
当
た
り
約　
４０

分
）
※
予
約
優
先

▽
場
所　

市
民
会
館　

中
会
議
室

▽
予
約
･
問
合
せ　

兵
庫
県
司
法

書
士
会
但
馬
支
部

　

無
料
法
律
相
談
受
付
専
用

　

�
０
７
９－

６
７
６－

３
３
６
８

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

　

県
で
は
、
毎
年
９
月　

日
現
在

１５

で
県
内
に
住
所
が
あ
る　

歳
お
よ

８８

び
１
０
０
歳
の
方
に
、
長
寿
祝
金

を
支
給
し
て
い
ま
し
た
が
、
他
に

も
祝
福
事
業
が
あ
り
、
対
象
と
な

る
高
齢
者
も
大
幅
に
増
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
今
年
度
か
ら
長
寿
祝

金
を
廃
止
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
度
内
に
１
０
０
歳

に
な
る
方
に
は
、
知
事
の
祝
状
お

よ
び
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

　

な
お
、
市
で
は
、
９
月　

日
現

１５

在
で
、
市
内
に
住
所
が

あ
り
、
平
成　

年
中
に

２０

　

歳
お
よ
び　

歳
に
な

８７

９９

る
方
に
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

高
年
福
祉
課
高
年
福

祉
係
�　

－

０
０
５
５

２９

　
　

月
１
日
か
ら
、
障
害
者
を
対

１０
象
と
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の

免
除
基
準
が
変
わ
り
ま

す
。

▽
免
除
対
象（
変
更
後
）

①
全
額
免
除

・
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、

精
神
障
害
者
が
世
帯
構
成
員
で

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課

税
の
場
合

②
半
額
免
除　

・
視
覚
、
聴
覚
障
害
者
が
世
帯
主

の
場
合

・
重
度
の
身
体
障
害
者
（
身
体
障

　

９
月
か
ら　

月
ま
で
の
間
に
、

１０

「
法
人
土
地
基
本
調
査
」お
よ
び「
法

人
建
物
調
査
」を
実
施
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

県
県
土
整
備
部
ま
ち
づ 

　

く
り
局
都
市
政
策
課
企
画
調
査
係

�
０
７
８－

３
６
２－

９
２
９
７

害
者
手
帳
１
・
２
級
）・
知
的

障
害
者（
療
育
手
帳
Ａ
）・
精
神

障
害
者
（
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
）
が
世
帯
主
の
場

合
※
障
害
者
が
施
設
に
入
所
し
て
い

る
な
ど
自
宅
に
い
な
い
場
合
は
、

免
除
に
な
り
ま
せ
ん
。

▽
申
請
方
法　

障
害
者
手
帳
、
印

鑑
を
持
参
の
上
、
社
会
福
祉
課

障
害
福
祉
係
ま
た
は
各
総
合
支

所
健
康
福
祉
課
で
免
除
事
由
の

証
明
を
受
け
、
申
請
書
を
Ｎ
Ｈ

Ｋ
へ
郵
送
く
だ
さ
い
。

▽
送
付
･
問
合
せ　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
姫
路

支
局
（
〒
６
７
０
‐
０
９
３
７

姫
路
市
元
塩
町
１
０
１
）

　

�
０
７
９－

２
２
５－

１
９
０
１

▽
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
障
害
福

祉
係
�　

－

７
０
３
３
ま
た
は

２４

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

多
重
債
務
ほ
か

巡
回
法
律
無
料
相
談
会

〜
借
金
の
返
済
で
お
困
り
の
方
は
、

　　　
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を
〜

　

地
元
医
師
会
と
豊
岡

病
院
の
地
域
連
携
に
基

づ
く
小
児
救
急
診
療
の

９
月
の
日
程
お
よ
び
担

当
医
師
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
診
療
時
間
は
、
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
で
す
。

▽
問
合
せ　

公
立
豊
岡
病
院
救
急

受
付
�　

－

６
１
１
１

２２

担当医師（住所）月　日

国谷正史
（養父市八鹿町）

７日
（日）

９

月

中沢　洋
（出石町）

２１日
（日）

赤松　亮
（九日市）

２８日
（日）

そ
の
他

そ
の
他

公
立
豊
岡
病
院
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

県
長
寿
祝
金
の
廃
止

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
免
除
基
準

が
変
わ
り
ま
す

平
成　

年
法
人
土
地
基
本
調
査

２０・
法
人
建
物
調
査
に
協
力
を


